
令和８年度茨城県中小規模事業所向け省エネ対策設備導入推進事業費補助金交付要綱 

 

（趣旨） 

第１条 県は、中小規模事業所における省エネ対策を支援するため、温室効果ガスの排出抑制等

に資する設備の整備を行う民間事業者に対して、予算の範囲内で令和８年度茨城県中小規模

事業所向け省エネ対策設備導入推進事業費補助金を交付するものとし、その交付については、

茨城県補助金等交付規則（昭和 36年茨城県規則第 67号。以下「規則」という。）の規定によ

るほか、この要綱の定めるところによる。 

 

（補助事業者） 

第２条 この要綱における「補助事業者」は、次の各号のいずれにも該当する事業者をいう。 

(1) 令和７年度又は令和８年度中小規模事業所省エネルギー対策支援事業による診断（以下

「省エネ診断」という。）を受診した工場・事業場を有する事業者 

(2) 県税に未納がない事業者及び事業活動において関係法令等の規定に基づく許認可等の必

要な手続きを了している事業者 

(3) 暴力団排除に係る誓約ができる事業者 

(4) 茨城エコ事業所へ登録している事業者 

(5) いばらきエコチャレンジ賛同事業所への登録をしている事業者 

 

（補助対象事業） 

第３条 補助対象事業及び補助要件は、別表第１に定めるとおりとする。ただし、第６条に定め

る補助金の交付決定時において、当該事業を着工している場合は、補助の対象としない。 

２ 補助金の交付の対象となる経費（以下「補助対象経費」という。）は、別表第２に掲げる経

費のうち、必要かつ適当と認める経費とする。 

 

（補助金の額） 

第４条 補助金の額は、補助対象経費の３分の１以内（千円未満切り捨て）とし、省エネルギー

設備導入事業１件あたり 100万円未満（最大 99万 9千円）とする。 

２ 第 18条の規定による利益等排除に該当する補助事業者に係る経費については、当該利益等

排除後の金額をもって、補助対象経費とする。 

 

（補助金の交付申請等） 

第５条 補助金の交付を受けようとする者は、次項に定める申請期間内に補助金交付申請書（様

式第１号）に次に掲げる書類を添えて、知事に提出しなければならない。ただし、次条の交付

決定額の総額が予算の範囲を超えた日をもって受付を終了する。 

(1) 事業計画書（様式第１号別紙１） 

(2) 収支予算書（様式第１号別紙２） 

(3) 事業計画の詳細を説明するために必要な概要図、現況写真、工程表、設備の性能に関する



資料、設備の整備に要する経費の根拠資料 

(4) 省エネ診断の結果書類の写し 

(5) 誓約書及び役員名簿（様式第１号別紙３） 

(6) 申請者の登記事項証明書（法人の場合）、住民票の写し（個人の場合）又はそれらに相当

するもの 

(7) 県税の納税証明書 

(8) その他知事が必要と認める書類 

２ 補助金の交付申請に係る申請期間は、令和８年５月７日から令和８年 12 月 18 日までとす

る。 

３ 補助金の交付の申請については、同一省エネ診断結果につき１回限り、同一事業者につき同

一年度に１回限りとする。 

 

（補助金の交付決定） 

第６条 知事は、前条の規定により提出された補助金交付申請書の内容について審査し、補助金

の交付の可否を決定する。 

２ 知事は、前項の交付の決定に際して、別記１のとおり条件を付すものとするほか、補助金の

交付の目的を達成するため、特に必要があると認めるときは、別に条件を付すことができる。 

３ 知事は、第１項の規定により、補助金を交付すると決定した者については、補助金交付決定

通知書（様式第２号）により通知する。 

   

（補助事業の実施） 

第７条 補助事業の実施期限は、令和９年２月 19日とする。ただし、やむを得ない事由により

期限までに事業を完了できないときは、直ちに書面により知事に申し出た上で、その指示を受

けなければならない。 

 

（変更承認申請等） 

第８条 補助事業者は、当該補助事業の内容を変更する場合又は補助事業を中止若しくは廃止

しようとするときは、遅滞なく補助金交付変更（中止・廃止）承認申請書（様式第３号）を知

事に提出し、その承認を受けなければならない。ただし、20 パーセント未満の補助対象事業

費の減額を除く。 

２ 補助事業者は、補助事業の遂行が困難になったときは、速やかに書面により知事に報告し、

その指示を受けなければならない。 

３ 知事は、第１項の規定による補助事業の内容の変更又は中止若しくは廃止を承認したとき

は、補助金交付変更（中止・廃止）承認通知書（様式第４号）により通知するものとする。 

 

（状況報告） 

第９条 補助事業者は、知事が必要と認めたときには、事業実施状況報告書（様式第５号）を別

に定める期日までに知事に提出しなければならない。 



 

（申請の取下げ） 

第 10条 補助事業者は、補助金の交付申請を取り下げようとするときは、交付の決定の日から

起算して 15日以内に、補助金取下書（様式第６号）を知事に提出しなければならない。 

 

（実績報告） 

第 11条 補助事業者は、事業が完了したとき（第８条の規定に基づく補助事業の中止又は廃止

の承認を受けたときを含む。）は、事業を完了した日（補助事業の中止又は廃止の承認を受け

た日）から起算して 14 日を経過した日又は令和９年２月 19日のいずれか早い期日までに、

実績報告書（様式第７号）に次に掲げる書類を添えて知事に提出しなければならない。ただし、

第７条ただし書の規定により知事の指示を受けた者は、この限りではない。 

(1) 事業報告書（様式第７号別紙１） 

(2) 収支決算書（様式第７号別紙２） 

(3) 工事等証明書（様式第７号別紙３） 

(4) 補助事業に係る契約書及び支出証拠書類の写し 

(5) 事業実施の状況が分かる写真 

(6) その他知事が必要と認める書類 

 

（補助金の額の確定） 

第 12条 知事は、前条の報告を受けたときは、実績報告書等の書類審査及び必要に応じて現地

調査等を行い、その報告に係る補助事業の成果が補助金の交付決定の内容及びこれに付した

条件に適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、補助金額確定通知書（様式

第８号）により、補助事業者に対して通知するものとする。 

 

（補助金の請求及び交付） 

第 13条 補助事業者は、補助金の交付を受けようとするときは、補助金支払請求書（様式第９

号）を知事に提出するものとする。 

２ 補助金は精算払により支払うものとする。 

 

（交付決定の取消等） 

第 14条 知事は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当したときは、第６条の規定による交

付の決定（第７条第１項の規定による変更の承認を含む。）の全部又は一部を取り消すものと

する。 

(1) 補助事業者が、この要綱および規則に違反したことにより知事の指示を受け、この指示に

従わない場合 

(2) 補助事業者が、補助金を補助事業以外の用途に使用した場合 

(3) 補助事業者が、補助事業に関して不正、怠慢、その他不適当な行為をした場合 

(4) 前３号に掲げる場合のほか、交付決定後に生じた事情の変更により、補助事業の全部又は



一部を継続する必要がなくなった場合 

（補助金の経理） 

第 15条 補助事業者は、補助事業に係る経理について、その収支の事実を明確にした証拠書類

を整理しておかなければならない。 

２ 補助事業者は、前項の証拠書類を補助事業の完了した日（第８条の規定による補助事業の中

止又は廃止の承認を受けた場合及び第 14 条の規定により補助金の交付決定の取消を受けた場

合を含む。）の属する会計年度の終了後５年間、知事の要求があったときは、いつでも閲覧に

供することができるよう保存しておかなければならない。 

 

（補助事業の検査等） 

第 16条 知事は、補助事業の適正を期するために必要があるときは、補助事業者に対し報告を

求め、又は職員を立ち入らせ、帳簿書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問さ

せることができるものとする。 

２ 知事は、前項の検査により、この要綱の内容に適合しない事実が明らかになった場合には、

補助事業者に対し、適合させるための措置をとることを命ずることができるものとする。 

 

（事業効果の把握） 

第 17条 補助事業者は、補助事業により導入した設備による二酸化炭素の削減量を、事業が完

了した日から１年間について、当該期間の最終日から 30 日以内に、導入効果報告書（様式第

10号）により知事に報告しなければならない。 

 

（利益等排除） 

第 18条 補助金の交付の申請をしようとする者が、自身又は財務諸表等の用語、様式及び作成

方法に関する規則（昭和 38 年大蔵省令第 59 号）第 8 条第 3 項に規定する親会社若しくは子

会社、同条第 5 項に規定する関連会社若しくは同条第 8 項に規定する関係会社から調達を受

けることによって補助事業を実施しようとする場合（他の会社を経由する場合及びいわゆる

下請会社の場合を含む。）は、別記２に掲げる方法により利益等排除を行うものとする。 

 

（財産の管理） 

第 19条 補助事業者は、補助事業により取得し、又は効用の増加した財産（以下「取得財産

等」という。）については、補助事業の完了後においても、善良な管理者の注意をもって管理

し、補助金の交付の目的に従って、その効率的運用を図らなければならない。 

２ 知事は、補助事業者が取得財産等を処分することにより収入があり、又はあると見込まれる

ときは、その収入の全部又は一部を県に納付させることができるものとする。 

 

（財産の処分の制限） 

第 20 条 取得財産等のうち、規則第 20 条第２号及び第３号の規定に基づき処分を制限する財

産は、取得価格又は効用の増加価格が単価 50 万円を超える機械器具、備品及びその他重要な



財産とする。 

２ 規則第 20条第１項ただし書に規定する財産処分の制限をする期間は、減価償却資産の耐用

年数等に関する省令（昭和 40年大蔵省令第 15号）で定める期間とする。 

３ 補助事業者は、前項の規定により前項の規定により定められた期間内において、処分を制限

された取得財産等を処分しようとするときは、対象設備処分承認申請書（様式第 11号）によ

りあらかじめ知事の承認を受けなければならない。 

４ 前条第２項の規定は、前項の承認をする場合において準用する。 

 

（補助事業の公表） 

第 21条 知事は、補助事業内容や効果等を公表することができる。 

 

（雑則） 

第 22条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は知事が別に定めるものとする。 

 

付 則 

この要綱は、令和８年５月７日から施行する。 

  



別記１（第６条関係） 

 

補助金交付の条件 

（全般的遵守事項） 

１ 補助金の交付の対象となる事業の内容及び経費の配分は、令和８年度茨城県中小規模事

業所向け省エネ対策設備導入推進事業費補助金交付申請書及び添付の書類に記載のとおり

とする。 

２ 補助事業者は、令和８年度茨城県中小規模事業所向け省エネ対策設備導入推進事業費補

助金交付要綱（以下「要綱」という。）及び茨城県補助金等交付規則（昭和 36年茨城県規則

第 67号。以下「規則」という。）に従わなければならない。 

３ 補助事業者は、補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、かつ、当該収入

及び支出についての証拠書類を、補助事業が完了した日の属する年度の翌年度から起算し

て５年間保存しなければならない。 

４ 補助事業者は、補助事業を令和９年２月 19日までに完了するものとする。また、交付決

定前に事業を着工したものについては、補助金を交付しない。 

 

（財産の管理及び処分の制限） 

５ 補助事業者は、補助事業により、取得し又は効用の増加した財産で、処分制限期間（減

価償却資産の耐用年数等に関する省令（昭和 40年大蔵省令第 15号。以下「財務省令」と

いう。）に定められている耐用年数に相当する期間をいう。ただし、財務省令に定めのない

財産については、茨城県知事が別に定める期間をいう。以下同じ。）を経過しない場合にお

いては、財産管理台帳その他関係書類を整備保管しなければならない。 

６ 補助事業者は、補助事業により取得し、又は効用の増加した財産について、補助事業完

了後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、補助事業の交付の目的に

従ってその効率的な運営を図らなければならない。 

７ 補助事業者は、前記６の財産（１件当たり取得価格が 50万円以下の機械器具を除く。）

について、処分制限期間内に茨城県知事の承認を受けずに、補助金の交付の目的以外の目

的のために使用し、譲渡し、交換し、貸し付け又は担保にしてはならない。 

８ 茨城県知事は、補助事業者が前記７の承認を得て財産を処分したことにより収入を得た

ときは、その収入の全部又は一部を県に納付させることがある。 

 

 



別記２（第 18条関係） 

利益等排除の方法 

 

 要綱第 18条の規定による利益排除は、次に掲げる方法によるものとする。 

(１) 補助事業者の自社調達の場合は、原価をもって補助対象経費とする。この場合の原価と

は、当該調達品の「製造原価」をいう。 

 (２) 100%同一の資本に属するグループ企業からの調達の場合は、取引価格が当該調達品の

製造原価以内であると証明できる場合は、取引価格をもって補助対象経費とする。これに

よりがたい場合は、調達先の直近年度の決算報告（単独の損益計算書）における売上高に

対する売上利益の割合（以下「売上総利益率」といい、売上総利益率がマイナスの場合は

０とする）をもって取引価格から利益相当額の排除を行う。 

 (３) 補助事業者の関係会社（第２号を除く）からの調達の場合は、取引価格が製造原価と

当該調達品に対する経費等の販売費及び一般管理費との合計以内であると証明できる場

合、取引価格をもって補助対象経費とする。これによりがたい場合は、調達先の直近年

度の決算報告（単独の損益計算書）における売上高に対する営業利益の割合（以下「営

業利益率」といい、営業利益率がマイナスの場合は０とする）をもって取引価格から利

益相当額の排除を行う。 

 



別表第１（第３条第１項関係） 

項   目 内     容 

補助対象事業  令和７年度又は令和８年度中小規模事業所省エネルギー対策

支援事業による診断（以下、「省エネ診断」という。）を受診し、

当該診断結果において、助言・提案を受け、下記の要件を満たす

省エネルギー設備導入事業。 

記 

 

(1) 既設設備と導入する補助対象設備の使用用途が同じであ

ること。 

(2) 導入する設備が兼用設備、又は将来用設備あるいは予備

設備ではないこと。 

(3) エネルギー消費を抑制する目的と関係ない機能やオプシ

ョン等を追加していない設備であること。ただし、省エネル

ギー効果が伴う機能、オプション又は付帯設備が、一体不可

分の設備として出荷される場合その限りではない。 

(4) 法規的な定めによる安全上の基準等を満たしている設備

であること。 

(5) ただし、国又は国の関係団体の補助金の交付対象となる

事業については、補助対象外とする。 

補助要件  下記の全ての要件を満たすこと。 

記 

 

(1) 省エネ診断を受診し、原則として、当該診断結果におい

て、助言・提案を受けた設備の改修・更新及び運用に係る改

善の全てを実施すること。 

(2) 上記(1)を実施した結果、当該工場・事業場全体で、省エ

ネ率 20％又は 10t-CO2/年以上の削減効果が見込まれるこ

と。 

(3) 当該設備の導入に係る発注（契約）先の事業者及び施工を

行う事業者は、県内に本社又は支店等の事業所を有する事

業者であること。ただし、県内に発注又は施工できる事業者

がいない場合はこの限りでない。 

 
 
 
 
 
 
 
 



別表第２（第３条第２項関係） 

○ 省エネルギー設備導入事業 

補助対象経費 

経 費 区 分 内      容 

設計費 事業に必要な設備装置等の設計に要する経費（事業計画書作成の

ための基本設計費を除く。） 

設備装置等購入費 事業に必要な設備装置等の購入、製造、修繕、据え付け等に要する

経費（土地の取得に係る経費及び賃借料を除く。） 

工事費 事業に必要な配管、配電等の工事に要する経費（建屋の新築、増築

等に係る経費を除く。） 

その他 既存設備の処分費等 

※ 消費税及び地方消費税は補助対象経費に含まない。 

 

 


